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みんなでストレスチェック（10/31から実施）を受検しましょう
メンタルヘルス不調の未然防止、職場環境の改善につながります

高教組速報

近年、学校現場でメンタルヘルス不調による

病休や休職が増えています。これは、他の労働

現場でも同様で、最近では、長時間労働でうつ

病を発症し自死した電通職員の事件がニュース

になりました。こうしたメンタルヘルス不調の

増加を防ぐことを目的にして、労働安全衛生法

が改正され、今年度から、公務・民間を問わず、

従業員 50人以上の事業所は全て、ストレスチェ

ックを実施することが義務づけられました。

県内の学校現場では 50人未満の職場も含めて

全ての職場で実施することになっており、今年

度は 10 月 31 日～ 11 月 13 日の期間で実施され

ることが明らかになりました。

自宅のパソコンでも受検(入力)可能

ストレスチェックの具体的な実施は、パソコ

ン上で約70項目の質問に対して選択肢を選んで

回答する形になります(県教委は所要時間は 10
分程度としています)。使用するパソコンは、学

校で使っている物を｢推奨する｣としていますが、

自宅のパソコンやタブレット端末も使用できる

ことになっています。

パソコン入力のためには、当然、各教職員別

の ID･パスワードが必要です。このID･パスワー

メンタルヘルス不調になる前に…

ドを記載した圧着ハガキが、10月24日～28日

に各学校で個々人に配布されますので、紛失し

たりしないよう、取扱に注意してください。

なお、対象者は、定期健康診断と同様で、正

規職員や再任用者、今年度 11ヶ月以上勤務する

臨時的任用職員・非常勤嘱託職員等です。

※詳しい実施方法等については、各人に｢実施の

手引き｣が配布される予定ですので、その｢実

施の手引き｣でご確認ください。

ストレスチェックの結果は職場ごとに集団

分析され 職場環境の改善に活用されます

ストレスチェックの受検は、教職員自身が自

らのストレスの状況を客観的に確認し、必要に

応じて医師面談や受診をすることで、メンタル

ヘルス不調の防止や早めの治療につなげること

ができます。ストレスチェックの結果は、入力

終了後すぐにパソコンの画面上で確認すること

ができますので、｢高ストレス状態｣だったり、

気になる点があった場合は、医師面談や受診を

することをお勧めします。

また、ほとんどの職場(10 人未満を除く)につ

いては、ストレスチェックの結果の集団分析が

行われ、ストレスの原因となる職場環境の改善

のための措置を講じることになっています。

プライバシーの保護や、受検及びその結果に

関わっての不利益な取扱の禁止も｢実施の手引

き｣に明記されています。ストレスチェックの受

検は任意で、教職員に対する受検の義務づけは

されていませんが、メンタルヘルス不調を起こ

さない職場づくりのためにも、みんなでストレ

スチェックを受検しましょう。


